
申請者

町

平内町老朽危険空き家除却促進事業【手続きの流れ】

事前協議申込み

現 地 調 査

事前協議結果通知：該当する
（評点１００点以上）

事前協議結果通知：該当しない
（評点１００点未満）

交付申請書を提出（様式第４号）

書 類 審 査

交付決定通知（様式第６号） 不交付決定通知（様式第７号）

除却工事請負契約（空き家の解体及び撤去を行う資格を有する業者）

変更申請（様式第８号）

申請取下げ（様式第１０号）

除 却 工 事 完 了

完了報告書提出(様式第12号)※完了日から起算して30日以内

書 類 審 査

確定通知（様式第１３号）

請求書提出（様式第１４号）

補助金の交付


